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（担当 地域・魅力創造部） 

 
 

アクションプランを実現するための提案について 

 

 
 

 
１ 提案項目 
   「区役所の住民サービスを活用したワンストップ・サービス」 

 
２ 提案内容 
   全面的な事務権限移譲を前提とした上で，当面は，全区役所（８か所）において常

設で職業相談・紹介業務のみを実施する。 
その後，順次取り扱い業務を拡大すると同時に，新潟市行政区域とハローワーク管

轄区域の統一を行う。 

 
(1) 当面の一体的実施内容（Ｓｔｅｐ１） 

市内全ての区役所（８か所）において，ハローワーク求人端末設置等による情報提

供及びハローワークから職員の派遣による職業相談・紹介業務を常設で実施し，生活

保護受給者，障がい者，高齢者，ひとり親家庭，子育てなどへの福祉的支援をはじめ

とした区役所業務と就職支援業務を一体的実施することにより，就業・自立支援の強

化と市民サービスの向上を図る。 

 
(2) 一体的実施内容の拡大（Ｓｔｅｐ２） 

 各区役所において，順次に業務の拡大を進め，必要なハローワーク職員の増員と機

器の増設等によりハローワーク全業務を実施する。 
 また，本市行政区域とハローワーク管轄区域の統一を図る。 

 
(3) 事務権限移譲（Ｓｔｅｐ３） 

財源と人員の移管についての課題を整理した上で，事務権限の移譲を受ける。 

 



３ 実施体制 
  本事業は，国（ハローワーク）と本市の「雇用対策協定」の締結により，各区役所へ

ハローワーク相談員の派遣と求人情報検索機を設置し，一体的・総合的な支援サービス

の提供を目的として実施する。 
  実施に当たっては，運営協議会を設け新潟市と新潟労働局が密接に連携し，お互いの

信頼関係の下に相互に意見交換を行い，市民サービスの向上を図るため協力関係を構築

する。 

 
４ 提案理由 

(1) 身近な職業相談・紹介窓口等の必要性 
本市内にはハローワークが３か所設置されているものの，さらに，就業及び自立支

援の強化のためには，身近な施設において，就職支援サービスを提供していくことが

求められている。 

 
(2) 区役所の市民サービスと連携する優位性 

 区役所は市民に密着した地域の総合的な行政機関として，市民サービス提供の拠点

としての機能を担っており，地域の行政需要に対応した質の高い行政サービスを提供

することが求められている。 
区役所が持つ，生活保護受給者や障がい者，高齢者，ひとり親家庭，子育てなどへ

の福祉的支援をはじめとした様々な機能とハローワーク機能が連携することで，利便

性が高く，総合的な市民サービスを一元的に提供することが可能となる。 

 
(3) 本市雇用施策の充実 

    本市内にハローワークが３か所あり管轄区域が近隣市町村を含んでいることから，

本市に限った労働情勢の把握ができていない。 
本市行政区域とハローワーク管轄区域の統一を図り，本市労働情勢の把握を可能と

し雇用施策の強化を図るとともに，権限移譲を円滑に進める。 
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